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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月27日(2020.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置と接続を確立して通信を行う通信手段と、
　第１の外部装置と接続が確立しているときに第２の外部装置から受信する接続要求に係
る情報に応じて、前記通信手段に、前記第１の外部装置の代わりに前記第２の外部装置と
接続を確立させるか否かを制御する制御手段と、を含み、
　前記制御手段は、前記接続要求に係る情報が、接続する装置を特定する所定の情報を含
む代わりに、前記第２の外部装置との間で予め共有された情報を含む場合に、前記第２の
外部装置と接続を確立させる、ことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第１の外部装置と接続が確立しているときに、少なくとも前記第
２の外部装置を含む外部装置に対してビーコン信号を送信するように更に前記通信手段を
制御し、前記通信手段は、前記ビーコン信号を受信したことに応じて送信される、外部装
置からの前記接続要求を受信する、ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の外部装置と接続が確立しているときに、発信先の外部装置
を指定して前記ビーコン信号を送信するように前記通信手段を制御する、ことを特徴とす
る請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第２の外部装置から受信する前記接続要求に係る情報は、前記通信手段により前記
第１の外部装置と接続を確立していない場合には、接続する装置を特定する前記所定の情
報を含む、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信手段は、前記第２の外部装置との間で予め共有された情報を含む前記接続要求
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を、前記第２の外部装置において所定のユーザ操作が受け付けられたことに応じて受信す
る、ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記第２の外部装置との間で予め共有された情報は、前記制御手段が生成して前記通信
手段により前記第２の外部装置に送信された情報である、ことを特徴とする請求項１から
５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記第２の外部装置との間で予め共有された情報は、前記第２の外部装置によって生成
され、前記通信手段を介して受信された情報である、ことを特徴とする請求項１から５の
いずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記第１の外部装置と接続が確立しているときに、他にペアリングを
行った外部装置が無い場合、前記ビーコン信号を送信しないように前記通信手段を制御す
る、ことを特徴とする請求項２又は３に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記接続要求に係る情報に含ませるための予め共有する情報を取得可
能であることを示す通知を外部装置に送信するように前記通信手段を更に制御する、請求
項１から８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　接続する装置を特定する前記所定の情報は、前記第２の外部装置を接続要求の発信元と
して特定するイニシエータアドレスである、ことを特徴とする請求項１から９のいずれか
１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　接続する装置を特定する前記所定の情報は、前記通信装置をビーコン信号によるアドバ
タイズの発信元として特定するアドバタイザアドレスである、ことを特徴とする請求項１
から９のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記通信手段は、同時に複数の外部装置との接続を確立しないことを特徴とする請求項
１から１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記通信手段は、前記第１の外部装置および前記第２の外部装置を含む複数の外部装置
のうちのいずれかとＢＬＥ通信の接続を確立して通信し、
　前記ＢＬＥ通信の接続において、前記第１の外部装置および前記第２の外部装置はセン
トラルであり、前記通信装置はペリフェラルであることを特徴とする請求項１から１２の
いずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１４】
　外部装置と接続を確立して通信を行う通信手段と、
　第１の外部装置が第２の外部装置と接続を確立しているときに、第１の通信装置から送
信されるビーコン信号に対して接続要求を送信するための所定のユーザ操作を受け付ける
操作手段と、
　前記所定のユーザ操作を受け付けたことに応じて、前記接続要求を前記第１の外部装置
に送信するように前記通信手段を制御する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、送信する装置を特定する所定の情報を含む代わりに、前記第１の通信
装置との間で予め共有された情報を含むようにした前記接続要求を、前記第１の外部装置
に送信するように前記通信手段を制御する、ことを特徴とする通信装置。
【請求項１５】
　外部装置と接続を確立して通信を行う通信手段を有する通信装置の制御方法であって、
　制御手段が、第１の外部装置と接続が確立しているときに第２の外部装置から受信する
接続要求に係る情報に応じて、前記通信手段に、前記第１の外部装置の代わりに前記第２
の外部装置と接続を確立させるか否かを制御する制御工程を含み、
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　前記制御工程では、前記接続要求に係る情報が、接続する装置を特定する所定の情報を
含む代わりに、前記第２の外部装置との間で予め共有された情報を含む場合に、前記第２
の外部装置と接続を確立させる、ことを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１６】
　コンピュータを、請求項１から１３のいずれか１項に記載の通信装置の各手段として機
能させるためのプログラム。
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